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（参考）全体スライド（工事請負契約書第２５条第１項～第４項）

出 来 高 残 工 事

契約日 請求日 基準日 工期末

１２ヶ月以上 １４日以内 残工期２ヶ月以上

請 負 額

残工事に対する
変動前後の差額（Ａ）

（変動前残工事額：Ｂ）

全体スライド変更額
ＡーＢ×１．５％

ただし、Ａ＞Ｂ×１．５％
の場合のみ全体スライド

適用可能

請 負 額

契約日 請求日 工期末

主要材料の変動額（Ａ）
（材料費のみを対象）

（参考）単品スライド（工事請負契約書第２５条第５項） 対象資材：部分払いを行った出来高部分を除く
全ての資材（鋼材類、燃料油類等）

単品スライド変更額
＝ＡーＣ×１％

ただし、A＞Ｃ×１％の場
合のみ、単品スライド

の適用可能既済部分（検査済） 対 象 工 事

（変動前対象工事額：Ｃ）

残工期２ヶ月以上

適用開始日



（参考）全体スライドと単品スライドの併用

A1

出 来 高 残 工 事

契約日 工期末

１２ヶ月以上 残工期２ヶ月以上

請負額（Ｂ） （全体スライド適用期間の工事額：b）

全体スライド額（c）

主要材料の変動額

単品スライド変更額
＝（Ａ１＋Ａ2）

ーa×１.0％

A2

全体スライド
基準日単品スライド適用開始日

（単品スライド適用期間
のみの工事額 （a）

ａ×１％ ｂ×１．５％

ただし、
Ａ鋼

１＋Ａ鋼
２ ＞ (a+b+c)×１.0％

Ａ油
１＋Ａ油

２ ＞(a+b+c)×１.0％
となる資材（Ａ鋼、Ａ油）のみが対象

Ａ2については
受注者負担無しＡ2については、変動前の単価を全

体スライドの適用日の単価として
単品スライドのスライド額を算出

対象工事費には、全体
スライドのスライド額を含む

全体スライドの受注者負担額（ｂ×１.5％）

単品スライドのみの適用期間
の受注者負担 ・・・・・・１％

全体スライドとの併用期間
の受注者負担 ・・・・・・１．５％

・全体スライド条項と単品スライド条項とを併用した期間は、
①単品スライドの変動前の単価は全体スライドの適用日の単価
②単品スライドの受注者負担はなし

・単品スライドは、変動額が対象工事費（全体スライドのスライド額を含む）の１％以上変動している場合に発動
可能
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